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無料無料 有害危険ごみ

・ 収集日は「燃やさないごみの日」です。

・ 袋は、中身が確認できる透明または半透明の袋で、「有害」または
「危険」と表示してください。

ライターは必ず使い切り

「危険」と表示してください。

蛍光灯はケースに入れ、
束ねて出してください。

刃物類は紙などに包んで

「危険」と表示してください。

水銀使用計器類は袋に入れ

「有害」と表示してください。
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アルカリ電池、マンガン電池は

「有害」と表示してください。

①�（一社）JBRC会員企業製品は、協力
店にお持ち込みください。会員企業
製品と協力店は、ホームページで調
べることができます。

②�携帯電話のバッテリー（充電式電池）
は、携帯電話ショップにお持ち込み
ください。

③�①と②に該当しないものや、変形、
破損、液漏れしているものは、「有害
危険ごみ」に出してください。

充電して繰り返し使える電池のことで、携帯
ゲーム機や身近な電気製品に使われています。
以下のようなマークがついています。
デジタルカメラ、ノートパソコン、携帯電話
など、様々な製品に使われています。
下の3つのマークがついた小型充電式電池は、
役場1階ロビー又は大津支所において無料で
回収しています。

小型充電式電池とは

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池
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金属端子部分をテープ等で覆って
絶縁して出してください

小型充電式電池小型充電式電池
モバイルバッテリーモバイルバッテリー


